
－ 1 －

令

和

二

年

六

月

第
三
百
二
回
定
例
会
提
出
議
案
の
主
な
も
の

青

森

県

議

会

番

号

件

名

摘

要

議

案

令
和
二
年
度
青
森
県

○

歳
入
歳
出
予
算
の
補
正

第

一

号

一
般
会
計
補
正
予
算

百
八
十
七
億
千
四
百
二
十
万
三
千
円

（
第
三
号
）
案

（
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
）

七
千
四
百
五
十
一
億
七
千
二
百
九
十
万
五
千
円

（
担
当
課

財
政
課
）

議

案

青
森
県
手
話
言
語
条

手
話
に
つ
い
て
の
理
解
及
び
そ
の
習
得
の
促
進
に

第

二

号

例
案

つ
い
て
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、
県
民
及

び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
手

話
に
つ
い
て
の
理
解
及
び
そ
の
習
得
の
促
進
に
関
す

る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。

（
担
当
課

障
害
福
祉
課
）



－ 2 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

職
員
の
特
殊
勤
務
手

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
感
染
症
等

第

三

号

当
に
関
す
る
条
例
の

防
疫
作
業
手
当
の
特
例
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

人
事
課
）

議

案

青
森
県
知
事
の
権
限

景
観
法
に
基
づ
き
景
観
行
政
事
務
を
外
ヶ
浜
町
が

第

四

号

に
属
す
る
事
務
の
事

処
理
す
る
こ
と
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
も
の
で

務
処
理
の
特
例
に
関

あ
る
。

す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

（
担
当
課

市
町
村
課
）

議

案

青
森
県
覚
せ
い
剤
施

覚
せ
い
剤
取
締
法
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を

第

五

号

用
機
関
等
指
定
申
請

行
う
も
の
で
あ
る
。

手
数
料
等
徴
収
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

（
担
当
課

医
療
薬
務
課
）



－ 3 －

番

号

件

名

摘

要

議

案

青
森
県
家
畜
検
査
手

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理

第

六

号

数
料
等
徴
収
条
例
の

を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
部
を
改
正
す
る
条

例
案

（
担
当
課

畜
産
課
）

議

案

青
森
県
都
市
公
園
条

青
森
県
総
合
運
動
公
園
の
陸
上
競
技
場
と
し
て
の

第

七

号

例
の
一
部
を
改
正
す

供
用
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

る
条
例
案

（
担
当
課

都
市
計
画
課
）

議

案

義
務
教
育
諸
学
校
等

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
業
務
の
量
の

第

八

号

の
教
育
職
員
の
給
与

適
切
な
管
理
そ
の
他
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図

等
の
特
例
に
関
す
る

る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
そ
の
服
務
を
監
督
す
る
教

条
例
の
一
部
を
改
正

育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
も

す
る
条
例
案

の
で
あ
る
。

（
担
当
課

職
員
福
利
課
・
教
職
員
課
）

議

案

青
森
県
立
学
校
設
置

青
森
県
立
三
本
木
農
業
恵
拓
高
等
学
校
及
び
青
森

第

九

号

条
例
の
一
部
を
改
正

県
立
五
所
川
原
工
科
高
等
学
校
を
設
置
す
る
も
の
で

す
る
条
例
案

あ
る
。

（
担
当
課

高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
室
）


